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は  じ  め  に  

 

 本報告書は、大気汚染防止法第２２条の規定による大気汚染の

常時監視を中心に、平成２９年度に県及び関係市町村等で実施し

た県内各地の大気汚染調査、化学物質環境調査、環境騒音調査等

の結果をとりまとめたものです。  

 平成２９年度は、県内３６地点（自治体設置２９局、民間設置

７局）体制で県内全域を網羅した大気汚染の常時監視を行いまし

た。  

また、平成２１年９月に環境基準が設定された PM2.5（微小粒

子状物質）については、常時監視の体制整備を図ってきたところ

ですが、平成２５年１月に中国において深刻な大気汚染が発生し

国内でも大陸からの越境移流が確認されるなど問題化したこと

を受け、国は専門家会合を開催し「 PM2.5の注意喚起の暫定指針

」を定めました。本県では、この暫定指針に基づき注意喚起の運

用や情報提供に鋭意努めているところです。  

 さらに、阿蘇くまもと空港周辺の航空機騒音調査、自動車交通

騒音調査、福島第一原子力発電所の事故に伴い更なる調査体制の

強化を図った環境放射能水準調査に加え、ダイオキシン類対策特

別措置法に基づく常時監視等に係る結果についても併せて御報

告します。  

 皆様におかれましては、大気環境の保全や適切な化学物質対策

のため、本報告書を御活用いただければ幸いです。  

 最後に、本調査を実施するにあたり、種々御協力いただきまし

た関係各位に深く感謝申し上げます。  

 

     平成３０年９月  
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 ※  この環境調査報告書の測定地点等については、平成３０年４月１日現在の 

市町村名で記載しています。  


